
 総社市交通事故見舞金支給条例をここに公布する。 

 

  令和４年７月１２日 

 

総社市長 片 岡 聡 一 

 

総社市条例第１７号 

 

総社市交通事故見舞金支給条例 

 

（目的） 

第１条 この条例は，交通事故により死亡又は傷害を負った者に総社市交通事故見舞金（以下「見舞金」

という。）を支給することにより，市民生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによる。 

(１) 交通事故 道路交通法（昭和３５年法律第１０５号。以下「法」という。）第２条第１項第１号

に規定する道路上における車両等の交通に起因する人の死傷及び歩行者の踏切内における死傷し

た事故をいう。 

(２) 車両等 法第２条第１項第８号に規定する車両及び同項第１３号に規定する路面電車をいう。 

(３) 歩行者 法第２条第３項に規定する者を含めた歩行者をいう。 

(４) 学校等 市内の幼稚園，認定こども園，小学校及び中学校をいう。 

 （支給対象者） 

第３条 見舞金は，交通事故発生時に死傷した次のいずれかに該当する者又はその遺族に支給すること

ができる。 

(１) 市内に住所を有する者 

(２) 市外に住所を有し，学校等に在籍する者 

(３) 前号に規定する者の通園又は通学に同伴中の者 

 （見舞金の種類及び額） 

第４条 見舞金の種類及び額は，別表に掲げるとおりとする。 

２ 死亡した者がその死亡に係る交通事故に関し，既に傷害見舞金の支給を受けている場合における死

亡見舞金の額は，当該支給を受けた傷害見舞金の額を控除した額とする。 

 （申請） 

第５条 見舞金の支給を受けようとする者は，規則で定めるところにより，当該交通事故の発生日から

１年以内に市長に申請しなければならない。 

（支給の制限） 

第６条 見舞金支給の対象となった者が，次に掲げる場合には見舞金を支給しない。 

(１) 故意又は重過失によるとき。 

(２) その他市長が見舞金の支給について不適当と認めたとき。 

 （見舞金の返還） 

第７条 市長は，偽りその他不正の手段により見舞金の支給を受けた者があるときは，その者から，そ

の支給を受けた見舞金の全部又は一部を返還させるものとする。 

 （権利の譲渡等の禁止） 

第８条 見舞金の支給を受ける権利は，譲り渡し，又は担保に供することができない。 

 （その他） 

第９条 この条例に定めるもののほか，必要な事項は，市長が別に定める。 

附 則 

 この条例は，公布の日から施行し，令和４年４月１日以後に発生した交通事故について適用する。 

 

別表（第４条関係） 

種 類 区 分 金 額 

死亡見舞金 死亡（即死及び交通事故発生後，当該交通事故を主たる原因とした 30 日

以内の死亡をいう。） 

30 万円 

傷害見舞金 傷害（当該交通事故による 14日以上の入院を要した負傷をいう。） 10 万円 

 


